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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ ○ 有

2 社外取締役 ○ ○ 新任 有

3 社外取締役 ○ △ 有

4 社外取締役 ○ △ 有

5 社外取締役 ○ ○ 有

6 社外取締役 ○ ○ 有

7 社外監査役 ○ △ 有

8 社外監査役 ○ ○ 有

9 社外監査役 ○ ○ 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

番号

（選任理由）
大手監査法人の公認会計士、および情報サービス企業の取締役・執行役員としての、
豊富な経験と高い見識を有しており、財務・会計、DX、人財戦略、風土改革、多様性
推進等を中心に、取締役会でも積極的に発言しております。保有する経験や知見を活
かし、引き続き当社グループの経営の監督を適切に行うことを期待するものでありま
す。
（独立役員指定の理由）
当社と松井しのぶ氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反
を生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取
締役会による監督の実効性を高め、強化することができると考えるため。

（選任理由）
経済産業省で長年にわたりデジタル政策等に携わるとともに、他社において取締役・
執行役員として事業再建の任を担う等、豊富な経験と産業構造やITデジタルに関する高
い見識を有しております。保有する経験や知見を活かし、当社グループの経営
の監督を適切に行うことを期待するものであります。
（独立役員指定の理由）
当社と西山圭太氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締
役会による監督の実効性を高め、強化することができると考えるため。

（選任理由）
グローバルに事業展開する建設機械メーカーの経営者としての豊富な経験と高い見識
を有しており、オペレーション改革、風土改革、事業のグローバル展開等を中心に、
取締役会でも積極的に発言しております。保有する経験や知見を活かし、引き続
き当社グループの経営の監督を適切に行うことを期待するものであります。
（独立役員指定の理由）
当社と野路國夫氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締
役会による監督の実効性を高め、強化することができると考えるため。

（選任理由）
グローバルに事業展開する総合化学品メーカーの経営者、およびESG経営の先駆者とし
ての、豊富な経験と知見を有しており、サステナビリティ経営等を中心に、取締役会
でも積極的に発言しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、当社
グループのコーポレートガバナンス強化にも貢献しており、保有する経験や知見を活
かし、引き続き当社グループの経営の監督を適切に行うことを期待するものでありま
す。
（独立役員指定の理由）
当社と田道氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締
役会による監督の実効性を高め、強化することができると考えるため。
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氏名

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため

西山　圭太

野路　國夫

田　道

冨山　和彦

該当状況についての説明（※４）

独立役員に指定している社外取締役の松井しのぶ氏は、㈱ユーザベース
の執行役員ですが、2022年度の同社と当社との間の取引金額は双方から
見て連結売上高の1%未満であります。

該当事項はございません。

独立役員に指定している社外取締役の野路國夫氏は、㈱小松製作所の出
身者ですが、2022年度の同社と当社との間の取引金額は双方から見て連
結売上高の1%未満であります。

独立役員に指定している社外取締役の田道氏は、花王㈱の取締役で
すが、2022年度の同社と当社との間の取引金額は双方から見て連結売上
高の1%未満であります。

選任の理由（※５）

筒井　義信

江藤　彰洋

中村　明彦

社外取締役／
社外監査役

独立役員

松井　しのぶ

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

（選任理由）
経営コンサルティング会社の経営者、およびコーポレートガバナンスの先駆者として
の、豊富な経験と高い見識を有しており、国際的な産業構造・社会の変化、DX、ガバ
ナンス等を中心に、取締役会でも積極的に発言しております。また、指名・報酬諮問
委員会の委員として、当社グループのコーポレートガバナンス強化にも貢献しており
ます。保有する経験や知見を活かし、引き続き当社グループの経営の監督を適切に行
うことを期待するものであります。
（独立役員指定の理由）
当社と冨山和彦氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締
役会による監督の実効性を高め、強化することができると考えるため。

該当事項はございません。 （選任理由）
長年にわたる弁護士としての豊富な経験に基づき、社外監査役として、取締役の職務
執行を適切に監査いただくとともに、当社グループの経営に対する有益な意見を期待
するものであります。
（独立役員指定の理由）
当社と由布節子氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する監査
役による監査の実効性を高め、強化することができると考えるため。

独立役員に指定している社外取締役の筒井義信氏は、日本生命保険相互
会社の代表取締役ですが、2022年度の当社との間の取引金額は双方から
見て連結売上高の１％未満です。

独立役員に指定している社外監査役の江藤彰洋氏は、㈱ブリヂストンの
出身者ですが、2022年度の当社との間の取引金額は双方から見て連結売
上高の１％未満です。

（選任理由）
経営者としての豊富なキャリアと高い見識に基づき、社外監査役として、取締役の職
務執行を適切に監査するとともに、当社グループの経営に対する有益な意見を期待す
るものであります。
（独立役員指定の理由）
当社と江藤彰洋氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する監査
役による監査の実効性を高め、強化することができると考えるため。

（選任理由）
生命保険会社の経営者としての、豊富な経験と高い見識を有しており、中長期的な産
業構造・社会の変化、投資家・市場とのコミュニケーション、財務戦略等を中心に、
取締役会でも積極的に発言しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員とし
て、当社グループのコーポレートガバナンス強化にも貢献しております。保有する経
験や知見を活かし、引き続き当社グループの経営の監督を適切に行うことを期待する
ものであります。
（独立役員指定の理由）
当社と筒井義信氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締
役会による監督の実効性を高め、強化することができると考えるため。

当社の社外取締役・社外監査役の独立性判断基準の概要は、以下のとおりです。
　
次に掲げる者に該当しないこと。
(1) 当社の親会社または兄弟会社の業務執行者(最近または過去に業務執行者であった者を含む。以下、｢業務執行者｣という場合はこれに同じ)
(2) 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者、もしくは当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
(3) 当社グループから取締役・監査役報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。当該財産を得ている者が
法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者および当該団体に所属していた者
(4) 当社の主要株主(当該主要株主が法人の場合はその業務執行者)
(5) 上記(1)から(4)に掲げる者の近親者(２親等内の親族をいう。以下同じ)若しくは、当社または当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定
する場合にあっては、業務執行者でない取締役・会計参与または業務執行者でない取締役・会計参与であった者を含む)の近親者

注）
(イ) 上記(1)、(2)、(4)、(5)において、｢業務執行者｣とは、以下のいずれかに該当する者を指す。
・業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する取締役・監査役
・業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者、その他これに相当する者
・使用人
また、｢最近｣とは、当該取締役・監査役を選任する株主総会議案の内容が決定された時点を指し、｢過去｣とは過去３年間を目安とする。
(ロ) 上記(2)において、｢主要な｣とは、当社グループと取引先との間の１事業年度における取引金額が、いずれかの連結売上高の２％を超える場合をいう。
(ハ) 上記(3)において、｢多額の｣とは、当社グループに対するサービス提供において、サービス提供者本人(個人)、またはサービス提供者が所属する法人、組合等の団体
が以下のいずれかに該当する場合をいう。｢所属する／していた者｣とは、パートナーのみならず、いわゆるアソシエイトも含む。
・サービス提供者本人：当社グループから年間12百万円相当以上の収入を得ている。
・サービス提供者が所属する団体：当社グループとの間の１事業年度における取引金額が当社グループまたは当該団体の連結売上高の２％を超える。
｢当該団体に所属していた者｣とは、過去３年間に当該団体に所属したかどうかを目安とする。
(ニ) 上記(4)において、｢主要株主｣とは、当社の議決権の10％以上を保有する株主を指す。
(ホ) 上記(5)において、｢業務執行者でない取締役・会計参与であった｣とは、過去３年間に業務執行者でない取締役・会計参与であったかどうかを目安とする。

該当事項はございません。

該当事項はございません。 （選任理由）
公認会計士としての豊富なキャリアと高い見識に基づき、社外監査役として、取締役
の職務執行を適切に監査するとともに、当社グループの経営に対する有益な意見を期
待するものであります。
（独立役員指定の理由）
当社と中村明彦氏本人およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を
生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する監査
役による監査の実効性を高め、強化することができると考えるため。
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